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（協議会の設置）
法第八九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、
関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連
する職務に従事する者その他の関係者により構成される協議会を置くように努めなければならない。

２ 前項の協議会は、関係機関等が相互の連携をはかることにより、地域における障害者等への支援
体制に関する課題について、情報を共有し、関係期間等の連携の緊密かを図るとともに、地域の実情
に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
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大津市障害者自立支援協議会の目的

一人ひとりから集約された福祉・保健・医療
等に関わる諸課題を関係機関で共有する

課題解決に向けた調整及び、新たな社会資源
の創造支援システムの構築

各種サービスの総合的な調整・連携強化に
よる各施策の効果的な実施・推進



・大津の自立支援協議会での取り組み
＊資源の改善開発は「どんな地域にしたいか」が基本
・法人単独・事業所単独で行うのではなく、地域で考える
・課題の共有・明確化（事例検討を積極的に行う）
・地域に必要な数・機能をあきらかにする（アンケートを積極的に
行う）
・全体報告会やシンポジウムを開催して当事者や市民にも報告して
課題を共有する。
＊横断的・重点的に検討必要な課題は相談支援専門員が中心となっ
てプロジェクト会議を立ち上げて検討してきた。
→検討して施策化・資源整備につながったプロジェクト
①入院時の付き添いに関して
②自宅浴槽で入浴が困難な方の支援に関して





総合支援法と介護保険法の違い ①
介護保険は社会保険方式を採用しており、50％を保険料で賄っているが、
障害者福祉は全額を税で賄う社会扶助方式（税方式）を採用している。
①介護保険法
• 第一条抜粋 「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因す
る疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機
能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等につい
て、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるよう…」
②障害者総合支援法
・第一条抜粋 障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての
尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう…」



総合支援法と介護保険法
主な用語の出現頻度

効果的効率的総合的分析課題立場権利人権自立尊厳

032821252276１
総
合
支
援
法

9351619140120261
介
護
保
険
法



高齢障害者の介護保険利用に関する支援の課題

○相談支援専門員と介護支援専門員がお互いを知らない
・自身に、相手の制度理解、サービス内容に関する知識が不足している
・相手に、自身の制度理解、サービス内容に関する知識が不足している
○介護保険移行の業務プロセスが標準化されていない
・事業所として情報提供の方法が決まっていない
・介護保険移行に関するマニュアルや様式・ツールがない
○介護保険移行に関する教育・人材育成の仕組みが不十分である
○介護保険移行のあり方について協議する場がない
○介護保険移行ケースは事業所全体からみればわずかなため、課題解決に向けた
アクションを起こしにくい

引用：平成２９年度老人保健健康増進等事業「相談支援専門員と介護支援専門員
との連携のあり方に関する調査研究事業」株式会社三菱総合研究所



高齢障害者プロジェクトとは

• 制度が変わっても、必要な支援が途切れることなく、
支援者が増えて地域生活が継続できる体制づくりを
目指して、大津市障害者自立支援協議会内に設置。

• 65歳で障害福祉から介護保険に移行および高齢障害
者の支援で困っているケースの事例を障害分野及び
高齢分野から報告してもらい、意見交換をする中で
課題を抽出。

• 課題解決に向けた仕組み作りや連携強化のための研
修会を定期的に実施している。

• 過去の取り組みは右のQRコードまたは自立支援協
議会のホームページの高齢障害者の支援のページか
ら参照できます。

https://onl.bz/GaCUe7y



本日の研修の目的

①障害といっても、分野によって高齢になった時にどのような支援
が求められ、課題があるかを知る

②障害分野の相談支援機関と、高齢分野の相談支援機関が、高齢障
害者のニーズに対応するためにどのように連携するかを考える。

③制度が変わって、支援が途切れることなく、支援者が増えて地域
生活が継続できる体制づくりを目指す。



６５歳での介護保険移行に
関する流れの説明



障害福祉サービスを利用している方が
介護保険利用対象になったら
• 障害福祉サービスを利用されている方が、介護保険利用対象者に
なると居宅介護（身体介護や家事援助等）や短期入所を利用してい
る場合には介護保険のサービスが優先となります。そのため、介護
保険の認定申請を行い、要支援や要介護の決定が出た場合は、介護
保険サービスの利用に切り替える必要があります。

• そのため、介護保険の認定調査の手続きを行い、要支援や要介護
の判定が出た場合は、介護保険サービスの利用に基本切り替える必
要があります。障害福祉サービスを利用している場合は障害福祉課
から65歳（一部40歳）の誕生日を迎える3か月前に介護保険利用の
案内が届きます。

• 65歳以前から利用している通所施設や移動支援及び日中一時支援
は継続して利用することが可能です。
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介護保険サービス利用者自己負担減免の
対象者について

14

６５歳に達する日前５年間にわたり、引き続き介護保険相当障害福祉サービスの支給決定を受けて
いたこと①

６５歳に達する日の前日の属する年度分の市町村民税が非課税であったこと、または生活保護世帯
であったこと②

６５歳に達する日の前日において障害支援区分が区分２以上であること③

６５歳に達するまでの介護保険法による保険給付を受けていないこと④

障害福祉サービス相当 介護保険サービス介護保険相当 障害福祉サービス

訪問介護・通所介護・短期入所生活介護
地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護（介護予
防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれま
せん）

居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所
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障害支援区分の認定調査項目（80項目）

１．移動や動作等に関連する項目（12項目）

１－４ 移乗１－３ 座位保持１－２ 起き上がり１－１ 寝返り

１－８ 歩行１－７ 片足での立位保持１－６ 両足での立位保持１－５ 立ち上がり

１－12 えん下１－11 じょくそう１－10 衣服の着脱１－９ 移動

２．身の回りの世話や日常生活等に関連する項目（16項目）

２－４ 排尿２－３ 入浴２－２ 口腔清潔２－１ 食事

２－８ 金銭の管理２－７ 薬の管理２－６ 健康・栄養管理２－５ 排便

２－12 調理２－11 危険の認識２－10 日常の意思決定２－９ 電話等の利用

２－16 交通手段の利用２－15 買い物２－14 洗濯２－13 掃除

３．意思疎通等に関連する項目（６項目）

３－４ 説明の理解３－３ コミュニケーション３－２ 聴力３－１ 視力

－－３－６ 感覚過敏・感覚鈍麻３－５ 読み書き

４．行動障害に関連する項目（34項目）

４－５ 暴言暴行４－４ 昼夜逆転４－３ 感情が不安定４－２ 作話４－１ 被害的・拒否的

４－10 落ち着きがない４－９ 徘徊４－８ 支援の拒否４－７ 大声・奇声を出す４－６ 同じ話をする

４－15 不潔行為４－14 物や衣類を壊す４－13 収集癖４－12 １人で出たがる４－11 外出して戻れない

４－20 不安定な行動４－19 多動・行動停止４－18 こだわり４－17 ひどい物忘れ４－16 異食行動

４－25 過食・反すう等４－24 突発的な行動４－23 不適切な行為４－22 他人を傷つける行為４－21 自らを傷つける行為

４－30 話がまとまらない４－29 意欲が乏しい４－28 対人面の不安緊張４－27 反復的行動４－26 そう鬱状態

－４－34 多飲水・過飲水４－33 集団への不適応４－32 自己の過大評価４－31 集中力が続かない

５．特別な医療に関連する項目（12項目）

５－４ ストーマの処置５－３ 透析５－２ 中心静脈栄養５－１ 点滴の管理

５－８ 疼痛の看護５－７ 気管切開の処置５－６ レスピレーター５－５ 酸素療法

５－12 カテーテル５－11 じょくそうの処置５－10 モニター測定５－９ 経管栄養 17
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